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宇部市プレミアム付商品券発行管理運営業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

１ 趣旨 

  本市では、宇部市プレミアム付商品券発行管理運営業務（以下「本業務」という。）を実施し、物価

高騰の影響を受ける市民の家計負担軽減や地域経済の活性化を図ることを目指している。 

この実施要領は、本業務の受託候補者を公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）

により選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

   宇部市プレミアム付商品券発行管理運営業務 

（２）業務内容 

   別紙「宇部市プレミアム付商品券発行管理運営業務仕様書（以下「仕様書」という。）」のとおり 

（３）履行期間 

   契約締結日から令和８年１１月３０日（月）まで 

（４）提案上限額 

   ４０３，９００千円（消費税及び地方消費税を含む。）（プレミアム金額分３２０，０００千円を含む。） 

   ただし、この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのもので 

あることに留意すること。 

 

３ 参加資格 

（１）本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

ア 本業務を確実に遂行するための実施体制を構築できること。 

イ 法人又は法人以外の団体等であって、本業務を的確に遂行するに足る能力を有する者であるこ

と。 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により一般競争入札への参

加を排除されていない者であること。 

エ 公募開始日から契約締結日まで、宇部市物品の調達等及び業務委託に係る指名停止措置要領に

よる指名停止の措置を受けていないこと。 

オ 公募開始日から契約締結日までの間において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づ

く更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申

立てを行っている者（更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

カ 宇部市が賦課徴収する市税、法人税並びに消費税及び地方消費税について滞納していないこと。 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定

する暴力団及び、同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する者並びにそれらの利益と

なる活動を行う者でないこと。 

ク 政治団体、宗教団体又はそれに類する者でないこと。 

ケ 令和２年度以降に地方公共団体において、プレミアム付商品券発行管理運営業務又はそれに類



2 
 

する業務を受託し、かつ当該業務を滞りなく実施・完了した実績を有していること。 

（２）共同企業体（以下「ＪＶ」という。）を結成して参加する場合は、代表構成員を決定し、ＪＶ結成

に係る協定書等を提出しなければならない。なお、全ての構成員は、前項のア～クの要件を全て満

たすものとし、ケについては、構成員のいずれかが満たすものとする。 

 

４ 実施スケジュール 

  本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。 

No. 項目 日程 備考 

１ 公募開始 令和８年１月 ９日（金） 市ウェブサイトに掲載 

２ 質問受付期限 令和８年１月１４日（水）１７時まで 電子メールで提出 

３ 質問の回答の公表 令和８年１月１６日（金）まで随時 市ウェブサイトに掲載 

４ 参加申込書等の提出期限 令和８年１月１９日（月）１６時３０

分まで 

持参又は郵送で必着 

５ 参加資格の審査及び結果通

知 

令和８年１月２０日（火） 書類審査 

電子メールにより結果通

知 

６ 企画提案書等の提出期限 令和８年１月２９日（木）１６時３０

分まで 

持参又は郵送で必着 

７ プレゼンテーションの実施 令和８年２月２日（月）予定 詳細は別途通知 

８ 選定結果の通知及び公表 令和８年２月上旬 予定 郵送で通知 

市ウェブサイトに掲載 

９ 契約締結 令和８年２月上旬 予定  

 

５ 参加申込書等の提出 

「３ 参加資格」要件を満たし、本プロポーザルに参加する場合は、次のとおり必要書類を提出する

こと。 

（１）提出期限及び提出方法 

持参又は郵送により令和８年１月１９日（月）１６時３０分までに必着とする。 

※持参の場合は、平日９時から１６時３０分までの間とする。 

※郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、確認のため、送付後に「１２ 問合せ先及び 

提出先」に電話連絡すること。 

（２）提出先 

 「１２ 問合せ先及び提出先」へ提出 

（３）提出部数 

   各１部 

（４）提出書類 

ア 参加申込書【様式第１－１号】又は参加申込書【様式第１－２号】（ＪＶ申請用） 

イ 事業者概要等整理表【様式第２号】 
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ウ 業務受託実績書【様式第３号】 

  エ 宇部市税に滞納がないことの証明書（発行から３か月以内のもの、写し可） 

オ 法人税並びに消費税及び地方消費税についての未納がないことの証明書（国税通則法施行規 

則別紙第９号書式「その３」又は「その３の３」、発行から３か月以内のもの、写し可） 

カ 宇部市入札参加資格（物品・業務委託等）の登録がない者の追加提出書類 

（ア）登記事項証明書（法人）（発行から３か月以内のもの、写し可） 

（イ）貸借対照表・損益計算書（直前期１事業年度分）の写し 

キ ＪＶの場合の追加提出書類 

（ア）共同企業体構成書【様式第４号】 

（イ）共同企業体連絡先一覧【様式第５号】 

 

６ 公募に関する質問及び回答 

本要領及び仕様書の内容に疑義や質問がある場合は、質問書【様式第６号】により行うこと。 

（１）提出方法及び提出期限 

ア 提出方法：電子メール 

イ 提出期限：令和８年１月１４日（水）１７時まで（必着） 

    ※質問箇所及び内容を分かりやすく記載し提出すること。なお、確認のため、送付後に「１２ 

問合せ先及び提出先」に電話連絡すること。 

（２）提出先 

   「１２ 問合せ先及び提出先」へ提出 

（３）回答方法 

   質問に対する回答は、令和８年１月１６日（金）までに、提出された全ての質問とその回答を市ウ

ェブサイトに掲載する。なお、質問のあった事業者名は公表しない。 

 

７ 企画提案書等の提出 

  提案者は、次のとおり必要書類を提出すること 

（１）提出方法及び提出期限 

ア 提出方法：持参又は郵送 

イ 提出期限：令和８年１月２９日（木）１６時３０分まで（必着） 

 ※持参の場合は、平日９時から１６時３０分までの間とする。 

 ※郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、確認のため、送付後に「１２ 問合せ先及

び提出先」に電話連絡すること。 

（２）提出先 

   「１２ 問合せ先及び提出先」へ提出 

（３）提出書類 

ア 業務実施体制確認調書【様式第７号】 

イ 管理責任者の業務実績確認調書【様式第８号】 

ウ 業務の実施方針・業務フロー・工程計画【様式第９号】 
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エ 企画提案書【様式第１０号】 

オ 市内事業者発注予定調書【様式第１１号】 

カ 見積書【様式第１２号】 

キ （ＪＶの場合）共同企業体協定書等の写し【任意様式】 

（４）留意事項 

  ア 企画提案は、提案者１者当たり１件とする。 

  イ 企画提案書の差し替えは、提出期限内に限り認める。ただし、部分的な差し替えは認めない。 

ウ 提出期限後に提出した書類の追加・変更は認めない。ただし、脱漏又は不明確な表示があった場

合等において、本市が認めた場合はこの限りではない。 

  エ 提出書類は返却しない。 

（５）提出部数 

   正本１部、副本６部 

ただし、見積書【様式第１２号】及び共同企業体協定書等の写し【任意様式】については、正本１ 

部とする。 

 

８ 選定方法 

 受託候補者の選定については、「宇部市プレミアム付商品券発行管理運営業務に係る公募型プロポー

ザル選定委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置し、プレゼンテーション・ヒアリングにより審

査を行い、選定委員会の意見を参考に市が決定する。なお、提案者が１者のみの場合であってもプレゼ

ンテーション・ヒアリング審査を実施する。 

（１）プレゼンテーション・ヒアリング審査の実施 

ア 日時 

    令和８年２月２日（月）予定（詳細は別途通知、審査の順序は参加申込書提出順） 

イ 所要時間 

  （ア）準備          ５分 

  （イ）プレゼンテーション  ２０分 

  （ウ）質疑応答       １５分 

ウ 審査内容 

    提出した資料を用いて、対面又はオンラインにてプレゼンテーション及びヒアリングを行う。 

エ 選定審査基準 

    別紙「選定審査基準」のとおり 

オ 優先交渉権者の決定 

企画提案書等について評価を行い、平均得点が６０点以上の企画提案の中から得点の最も高い

提案をした者を第１受託候補者、次点者を第２受託候補者とする。なお、同点の場合は、選考委員

会の委員長が、第１受託候補者、第２受託候補者を決定する。ただし、得点が１位であっても、著

しく低い審査項目がある場合は、第１受託候補者に選定しないことがある。 

（２）選定結果の通知 

  ア 通知日 ：令和８年２月上旬を予定 
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  イ 通知方法：郵送により各提案者へ送付 

ウ 第１受託候補者とならなかった者は、通知を受けた翌日から起算して５日以内に、その理由の説

明を書面（任意様式）により求めることができる。 

（３）第１受託候補者の公表 

   第１受託候補者を決定した場合、その結果を市ウェブサイトにて公表する。 

 

９ 契約 

  受託候補者と協議を行い、協議が整った時点で地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に定

める随意契約を締結する。この協議の際、提出された企画提案書の内容を一部変更する場合がある。 

 

１０ 参加辞退 

  参加申込書の提出後、参加を辞退する場合は、辞退決定後速やかに参加辞退届を次の方法で提出す

ること。また、参加申込書の提出から契約締結までの間に応募資格を満たさなくなった場合にも参加

辞退届を提出すること。なお、この場合、その他の事業において不利益を被ることはないものとする。 

（１）提出方法 

   持参又は郵送 

※持参の場合は、平日９時から１６時３０分までの間とする。 

※郵送の場合は、確認のため、送付後に「１２ 問合せ先及び提出先」に電話連絡すること。 

（２）提出先 

   「１２ 問合せ先及び提出先」へ提出 

（３）提出書類 

   参加辞退届【様式第１３号】 

 

１１ その他留意事項 

（１）本プロポーザルに要する経費及び提出に係る費用は、全て提案者の負担とする。 

（２）市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。 

（３）企画提案書等については、受託候補者の選定のために使用するものとし、公表しない。なお、情報

公開請求があった場合には、宇部市情報公開条例に基づき公開することがある。 

（４）電子メール等の通信事故について、市はいかなる責任も負わない。 

（５）次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  ア 参加資格の要件を満たさなかった場合 

  イ 提出期限に遅れた場合 

  ウ 本要領及び仕様書の条件を満たさない場合 

  エ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  オ 見積金額が不明、あるいは積算根拠が不明確な場合  

  カ プレゼンテーションに参加しなかった場合 

  キ ２件以上の提案をした場合 

  ク 他人の提案の代理をした場合 
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ケ 選定の公平性を害する行為があった場合 

コ 提案上限額の超過あるいは著しく低い金額での提案によって公正な競争が困難と認められる場

合 

サ その他、市が指示した事項に違反したとき及び履行しなかった場合 

  ケ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

１２ 問合せ先及び提出先 

  宇部市 産業経済部 産業政策課 

  〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番１号 

  電話：0836-34-8360（直通） ファックス：0836-22-6013 

  E-mail：syoukou@city.ube.yamaguchi.jp 
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書類一覧 

NO. 書類名（添付書類） 提出部数 提出期限（提出方法） 

１ 
参加申込書【様式第１－１号】又は 

参加申込書【様式第１－２号】（ＪＶ申請用） 

正本１部 

令和８年１月１９日（月） 

１６時３０分必着 

（持参又は郵送） 

２ 
事業者概要等整理表【様式第２号】 

（パンフレット等） 

３ 

業務受託実績書【様式第３号】 

（受託業務の契約書の写し及び受託業務が

完了したことを証明する書類の写し） 

４ 
（ＪＶの場合） 

共同企業体構成書【様式第４号】 

５ 
（ＪＶの場合） 

共同企業体連絡先一覧【様式第５号】 

６ 質問書【様式第６号】 正本１部 
令和８年１月１４日（水） 

１７時必着（電子メール） 

７ 業務実施体制確認調書【様式第７号】 

正本１部、副本６部 
令和８年１月２９日（木） 

１６時３０分必着 

（持参又は郵送） 

８ 
管理責任者の業務実績確認調書 

【様式第８号】 

９ 
業務の実施方針・業務フロー・工程計画 

【様式第９号】 

１０ 
企画提案書【様式第１０号】 

（別紙１～５） 

１１ 市内事業者発注予定調書【様式第１１号】 

１２ 見積書【様式第１２号】（積算内訳） 

正本１部 
１３ 

（ＪＶの場合） 

共同企業体協定書等の写し【任意様式】 

１４ 参加辞退届【様式第１３号】 正本１部 
参加を辞退するとき 

（持参又は郵送） 

※ 上記書類のほか、別途添付書類が必要な場合もあるため、本要領を精読のこと。 
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＜別紙＞ 選定審査基準 

（１）配点表 

 

 

提案項目 審査の視点 配点 

１ 提案者の実績 

類似の契約実績 

・本業務と類似業務の実績を有しているか 

※ 件数だけでなく、業務の範囲、実績の内容、成果が本業

務に類似しているかについても評価する 

評価点：１～２件は３点、３～４件は４点、５件は５点 

５ ５ 

２ 業務内容 

（１）商品券の発行につ

いての提案 

・デジタルデバイスの操作に不慣れな人を含め、より多くの

市民が購入可能な利便性の高い商品券の提案となっている

か 

１５ 

２０ 

・プレミアム付商品券の発行枚数の確保及び不正の未然防

止に効果的な提案となっているか 
５ 

（２）業務の広報 ・市民に対して、効率的・効果的な広報計画となっているか。 ５ ５ 

（３）参加店舗等につい

ての提案 

・参加店舗数（目標１，０００店舗以上）が確保できる取組

となっているか 
１０ 

１５ 
・適切かつ効率的な参加店舗の管理・運営に効果的な提案と

なっているか 

・安全かつ速やかで参加店舗の負担の少ない方法による換

金に効果的な提案となっているか 

５ 

（４）商品券の販売につ

いての提案 

・安全かつ円滑な販売及び購入者の利便性の向上に効果的

な提案となっているか 
５ ５ 

（５）サポート・問合せ

対応 

・一般的な対応のほか、デジタルデバイスの操作に不慣れな

人等に対する配慮や工夫がなされているか 
５ 

１５ 
・コールセンターの設置時間や体制等が、利用者・参加登録

店舗等にとって十分なものであるか 
１０ 

（６）市内事業者等との

連携 

・「市内事業者発注予定調書」における発注予定額が市内事

業者への経済波及効果に有効な提案となっているか 
２０ ２０ 

（７）効果検証 
・データ収集、分析方法等の効果検証方法について工夫がな

され、適切な分析が可能な提案となっているか 
５ ５ 

３ 価格 

見積額 

・以下の算定方法により評価する。 

Ａ：提案金額（見積書記載額） 

Ｂ：委託料上限額 

Ｃ：最低提案金額  

評価点＝１０点（配点）－（Ａ－Ｃ）/（Ｂ－Ｃ）×１０点 

※評価点の小数点以下は切り捨て 

※Ａ＞Ｂの場合は、失格 

１０ １０ 

合計 １００ 
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（２）評価基準 

評    価 配点５点 配点１０点 配点１５点 配点２０点 

想定より非常に優れているもの ５ ９～１０ １３～１５ １７～２０ 

想定より優れているもの ４ ７～８ １０～１２ １３～１６ 

普通であり、想定される範囲のもの ３ ５～６ ７～９ ９～１２ 

やや劣っているが、許容できるもの ２ ３～４ ４～６ ５～８ 

要件を満たしておらず、許容できないもの １ １～２ １～３ １～４ 

※ただし、「類似の契約実績」、「見積額」は、配点表の審査の視点に記載の方法により評価する。 


